
 
 
 
 
 
 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ４ 日 （ 火 ） 午 後 ３ 時 ３ ０ 分  
宮 崎 県 豚 熱 防 疫 対 策 本 部  
 

 
都城市における豚熱発生農場の防疫措置の完了について 

（第８報） 
 

 

 
 
 
１ 農場の概要 

所在地 ：都城市 
飼養状況：飼養頭数 約５，５００頭 

 
２ 経緯等 
  ４月１０日  午前１１時     防疫措置開始 

    １３日  午後 ６時２０分  家畜の殺処分完了 

    １４日  午後 ３時     防疫措置完了 

         ※ 農場等での防疫措置に係る従事者は、６５日間で延べ約８００名（県、県建設業

協会、バス協会、ＪＡ、都城市などの関係団体・企業等）。 

 
３ その他 

（１）豚熱は、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。 
（２）我が国ではこれまで豚肉を食べたことにより、豚熱が人に感染した例は報告されて

いません。 
（３）現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライ

バシーを侵害するおそれがあることなどから厳に慎むよう御協力をお願いします。 
（４）今後とも、本件に関する情報提供に努めてまいりますので、生産者等の関係者や消

費者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。 
 
 
 

問い合わせ先 

宮崎県 農政水産部 畜産局 

電話番号：０９８５－２６－７１４０ 

担当 ：金子、興梠 
 

豚熱の患畜が確認された都城市の養豚農場の防疫措置が、本日（４月１４日） 

午後３時に完了しました。 


